
 
静岡県立中学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年７月１日 

静岡県教育委員会教育長  池 上 重 弘   

静岡県教育委員会規則第11号 

   静岡県立中学校学則の一部を改正する規則 

（静岡県立中学校学則の一部改正） 

第１条 静岡県立中学校学則（平成13年静岡県教育委員会規則第14号）の一部を次のように改正する。 

第２条を次のように改める。 

  （中学校の名称、生徒定員及び所在地） 

第２条 中学校の名称、生徒定員及び所在地については、次のとおりとする。 

名 称 
生徒定員 

所在地 
第１学年 第２学年 第３学年 計 

静岡県立清水南高

等学校中等部 
105 120 120 345 

静岡市清水区折戸３丁目２―

１ 

静岡県立浜松西高

等学校中等部 
140 160 160 460 

浜松市中区西伊場町３―１ 

静岡県立ふじのく

に中学校 

三島教室 

    磐田市中泉１丁目６－16 

    三島市文教町１丁目３－93 

第２条 静岡県立中学校学則の一部を次のように改正する。 

第２条を次のように改める。 

  （中学校の名称、生徒定員及び所在地） 

第２条 中学校の名称、生徒定員及び所在地については、次のとおりとする。 

名 称 
生徒定員 

所在地 
第１学年 第２学年 第３学年 計 

静岡県立清水南高

等学校中等部 
105 105 120 330 

静岡市清水区折戸３丁目２―

１ 

静岡県立浜松西高

等学校中等部 
140 140 160 440 

浜松市中区西伊場町３―１ 

静岡県立ふじのく

に中学校 

三島教室 

    磐田市中泉１丁目６－16 

    三島市文教町１丁目３－93 

第３条 静岡県立中学校学則の一部を次のように改正する。 

第２条を次のように改める。 

  （中学校の名称、生徒定員及び所在地） 



第２条 中学校の名称、生徒定員及び所在地については、次のとおりとする。 

名 称 
生徒定員 

所在地 
第１学年 第２学年 第３学年 計 

静岡県立清水南高

等学校中等部 
105 105 105 315 

静岡市清水区折戸３丁目２―

１ 

静岡県立浜松西高

等学校中等部 
140 140 140 420 

浜松市中区西伊場町３―１ 

静岡県立ふじのく

に中学校 

三島教室 

    磐田市中泉１丁目６－16 

    三島市文教町１丁目３－93 

   附 則 

 この規則中、第１条の規定は令和５年４月１日から、第２条の規定は令和６年４月１日から、第３条の規定は

令和７年４月１日から施行する。 

 


